
請求書の記載について（留意事項） 

 

集団資源回収活動を実施し、対象資源物を登録業者に引渡した際は次の集団資源回収伝

票が渡されますので、赤色で示した部分の記入、確認をお願いします。 

集団資源回収伝票や計量票兼領収書に基づき、次ページをご確認の上、請求書を作成し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録証に記載され

た団体名を記入し

てください。 

市に登録している団体の代表者

名を記入してください。 

 

R6.4～押印廃止となりました。 

那須塩原クリーンセンターに「紙類」「びん類」を搬

入した場合は計量票兼領収書が発行されます。 

計量票兼領収書はそのまま請求書の添付書類として

利用してください。 



 

 

 

登録証に記載された

団体名と、市に登録

されているその団体

の代表者の各情報を

記入してください。 

R6.4～押印廃止となりました。 

添付の集団資源回収伝票、計量票兼領収

書記載の回収量に基づき分類ごとに記入

してください。 

分類ごとに交付金額を計算し、記入の

上、その合計額について１０円未満の

端数を切捨てた額を交付金請求額計

に記入してください。 

交付金請求額計は訂正ができません。 

書き損じた場合はお手数ですが新し

い請求書を使用して書き直してくだ

さい。 
請求書には集団資源回収伝票、計量票兼領収

書を添付し、市役所に提出してください。 

１の位まで

記入 


